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令和6年4⽉

6

 無償になる世帯を拡大しました。



〇子どもの数え方
第１ 子………教育・ 保育施設等［ P.1※2］を利用している子どものなかで、 最も年齢が高い子
第２ 子………教育・ 保育施設等［ P.1※2］を利用している子どものなかで、 年齢の高い方から2番目の子
第３ 子以降…高校３ 年生までの子どものなかで、 年齢の高い方から3番目以降の子

※高校3年生までの子どもとは、 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方で、 令和5年度は、 平成17年（ 2005年） 4月2日以降に生まれた方が該当します。
※多子世帯については、 国の基準を上回る新潟市独自の軽減により 、 第2子の保育料の軽減額を大きく し 、 また、 第3子の対象範囲を広く するなど、 負担軽減を行っています。
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令和6年度は、平成18年（2006年）4⽉2⽇以降に⽣まれた⽅が該当します。

（令和6年3⽉31⽇現在）
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（令和6年3⽉31⽇現在）

（令和6年3⽉31⽇現在）
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市役所幼保運営課 025-223-7374


